
地 域 と 医 療 で 咲 く コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

兵庫県立尼崎総合医療センター だより　

あまが　
Amagasaki General Medical Center （AGMC）

臨床工学課
［部門紹介］

小児救急集中治療科
［診療科紹介］

2022

4月
No.95

●ぶらり～っと病院探訪　～救急外来感染症診察区画のご紹介～
●ご寄附のお願い
●マスク着用のご協力をお願いします　●面会禁止のお願い　●患者の権利・義務憲章

●［AGMCニュース］ＭＲＩが新しくなりました



あまが咲だより　2022年4月発行 No.95

今と未来のこども達の笑顔を
守る医療を地域に提供します

小児救急
集中治療科

患者さんや
地域医療機関への
メッセージ

救急医療が必要
な小児の患者さ
んがおられまし
たらご連絡ください。患者さ
んの状態によってはドクター
カーで迎え搬送をします。地
域の患者さんにとっても医療
機関にとっても、気軽に頼っ
ていただける存在になるよう
体制を整えてまいります。

構成メンバー

［後列・左から］吉田　陽／石谷 健人／岩橋 円香／前田 啓祐／横田 有紀／中邨 奈津美
［前列・左から］花田 知也／神納 幸治／山上 雄司／伊藤 雄介／河内 晋平／楠本 耕平

提供する主な活動内容

阪神圏の小児救急の最前線として、また小児医療の最後の砦として、最善の治
療をチームで提供します。目の前のこどもだけでなく未来のこども達をも助ける
ため、若手医師や救急医療従事者の教育も積極的に行っています。

伊藤 雄介
小児救急集中治療科科長

●日本小児科学会専門医・指導医
●日本集中治療医学会専門医・学会評議員
●日本小児感染症学会指導医

ドクターカーによる病院前救急診療とそれに続く小児救命セン
ターにおける救急医療を担っています。けいれんや呼吸不全など内
科的疾患だけでなく、骨折や交通事故などの外傷も対応しています。
集中治療室では救急疾患に加えて心臓血管外科手術や脳外科手
術などの術後管理を行っています。
重症なこども達が笑顔で家に帰るこ
とができるよう、24時間365日専門
医師が常駐し看護スタッフととも
に診療にあたっています。



　機器管理業務、カテーテル治療室、
ペースメーカー外来、手術室、ICU、
人工透析室などさまざまな場所で業
務を行っています。

提供する主な活動内容

臨床工学課部門
紹介

医療機器が正常かつ安全に使用できるかは医療の質や、患者様の生命を直接左
右することとなります。当院では臨床工学技士が24時間365日常駐し、緊急手術
や医療機器のトラブル等に迅速に対応する体制をとっています。

患者さんや
地域医療機関への
メッセージ

医療機器を安全に
生命維持管理装置の
スペシャリスト

22名

構成メンバー

　病院では多種多様のスタッフが働いています。その中で
医療機器を通して患者さんの生命と安全を守るのが臨床
工学技士です。
　臨床工学技士は医療機器の中でも生命維持管理装置と
呼ばれる人工心肺装置や人工呼吸器などの装置の保守・
点検・管理をおこなっています。近年ますます発展する医
療を支える医療機器のスペシャリストとして現場では欠か
せない存在となっています。



AGMC ニュース “MRI”“MRI”  が新しくなりました！
  が新しく
なりました！

　『医療器械』と聞くと、寝台に横になって検査を行う大型の
検査器械を思い浮かべる方も多いと思います。例えば心筋
梗塞・不整脈などの検査や血管内にカテーテルと呼ばれる管
を入れて治療を行う血管連続撮影装置（Angio）や、全身の
断層画像から診断を行うコンピュータ断層撮影装置（CT）、
磁気共鳴画像診断装置（MR）などがあります。
　当センター１階の北東部分には、様々な大型検査器械が
設置されていますが、その中のMR装置（3台）のうち１台がこ
の度、新しくなりましたのでご紹介します。

　一般的にMRI（Magnetic Resonance 
Imaging）と言われるMR検査は、Ｘ線で検査
を行うCTとは異なり、超電導装置により強力
な磁場を発生させて行うもので、放射線被ば
くがないことが特徴です。一方で、検査中に大
きな音が出ることが難点と言えますが、近年
は静音化技術も進歩し、音も小さくなってきて
います。
　今回、新しいＭＲ装置を導入したことで、
様々な技術により検査時間の短縮が期待でき
るほか、寝台の高さが低く、乗り降りがより安
全に行えるなど、患者様の負担軽減や安心して
検査を受けていただける環境の整備に取り組
んでいます。



DONATION

ぶらり～っと

病 院 探 訪

当院は、地域の皆様とともに、より地
域に開かれた病院づくりを進めていく
ため、寄附を受け入れております。
皆様のご支援・ご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。

ご寄附の趣旨に沿って、当院の運営のための機器購入や臨床研究、
スタッフ育成など、幅広く活用させていただきます。

ご寄附のお願い

兵庫県立尼崎総合医療センター  総務部総務課
〒660-8550 尼崎市東難波町2-17-77
TEL.06-6480-7000（代表）

●寄附の使途

●寄附のお申し込み・お問合せ先
ご寄附のお願い

救急外来感染症
診察区画
救急外来感染症
診察区画
新 型コロナウイルス第６波もようやくピークを

越えてきた印象です。職員でも普段目にする
ことができない、救急外来の感染症診察区画をご紹介します。
　当院では救急外来での感染症診療患者様の動線（専用エン
トランスと待合スペース）、診察室（症状の重症度や処置の緊
急処置の必要性に応じた対応）が厳格に区分けされています。
病原体の拡散を防ぐべく空調が管理され、また入院病棟への
移動も同区画内の専用エレベーターを用いて行われます。
　高度急性期医療と感染診療との両立が当院に課された使命
です。機能維持のために引き続き細心の注意をもって取り組ん
でおります。

感染症患者専用エントランス

低緊急者感染症診察室 緊急患者感染症診察室（救急外来手術室）

専用待合室
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春ですね。この病院に働き始めて３年目。今年もまたコロナと共に春
を迎えることになりました。私の夢は、仕事の帰りに、甲子園球場でビー

ル片手に阪神タイガースを応援すること。日本ハムのビックボス新庄剛志監督が阪神でプレー
していた頃、私は球場でビールの売り子をしていました。球場でしか味わうことができない応援
団と観客、売り子！？が一つになる一体感は、本当に素晴らしいですよね。今年こそ、仕事帰りに
甲子園で、ビール片手にタイガースを応援できることを願っています。　　　　　　　（M.Y）

不織布マスクの
正しい着用をお願いします

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、外来患者さんをはじめご来院の方
には、マスクの着用をお願いしているところです。
入院中の患者さんにつきましても、医学管理上マスク着用が困難と判断した
場合を除き、マスクの着用をお願いしております。
なお、ウレタン、布マスクでは著しく感染防護効果が落ちることが知られて
いますので、入院時には、ウレタン、布マスクではなく、不織布マスクの準備を
していただきますようご理解、ご協力をお願いします。

■阪神地域の中核病院としての「高度専門・救急医療」
■患者・医療者、お互いの「納得・安全・チーム医療」
■救急・紹介を「断らない医療」
■住民・患者・医療者・福祉・介護・行政が全体で１つの
 「地域医療」
■医療水準向上のための「教育・臨床研究・自己研鑽」

当院では面会を全面的に禁止しており
ます。なお、患者さんの着替えなどの荷物
の受け渡しは病棟職員が対応しますので、
防災センターにお声がけください（１１時
～１８時）。
ご理解、ご協力をよろしくお願いいたし
ます。

面会禁止の
お願い

お知らせ掲示板

理　念
高度・良質な医療による社会貢献

基本方針

患者・医療者共に協力して「患者の権利」と「患者の義務」を
尊重し守る

１．公平に医療を受ける権利
社会的な地位、疾病の種類、国籍、宗教などにより差別
されることなく、適切な医学水準に基づいた安全かつ効果
的な医療を受ける権利

２．一人の人間として、尊重される権利
各々の人格、価値観が尊重され、患者・医療者が互いに
協力して、医療をつくり上げていく権利

患者の権利・義務憲章

編 集
後 記

【患者の権利】

３．納得医療の権利
医療提供者から説明と情報提供を受ける権利／自分の意思
で治療方法等を決定する権利／希望しない検査や治療を
断る権利

４．セカンドオピニオンの権利
複数の専門医等の意見を求める権利／他の医療機関に
変わることもできる権利

５．診療情報の提供を求め、自分の意見を述べる権利
６．プライバシー保護の権利
診療の過程で得られた個人情報が守られる権利

７．臨床研究についての権利
目的・危険性について情報提供を受ける権利／参加するか
どうかを決める権利／途中でも中止を求める権利／参加
しなかった場合でも不利益を受けない権利

１．医療者側に情報を知らせる義務、理解できるまで質問する義務
家族の状況、既往歴、病状の変化、現在の症状等を、正確
に知らせる義務／医師等の説明で、よく理解できない点を
理解できるまで質問する義務

２．医療に意欲を持って取り組む義務
合意した検査・治療方針に自ら意欲をもって取り組む義務

３．規則と指示を守る義務
病院内の規則や指示を守り、他の患者に支障を与えない
義務

【患者の義務】


